
事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ３ 区分 重点事業 拡充 ページ数 １１１

第２期京田辺市子ども・子育て支援事業計画における
令和６年度から取り組む新規事業等について

新規事業等は、第４次京田辺市総合計画　まちづくりプラン分野別計画の体系ごとに掲載しています。

計画上の位置づけは、第２期子ども・子育て支援事業計画に掲載されている事業に近しい事業を掲載している場合があります。

安全で心安らぐ優しいまち　＜安心・安全＞

横断歩道注意喚起灯設置事業

内容
子どもが安全に通学できる環境づくりを進めるため、信号機の無い通学路及び危険な箇所での横断歩道への注意喚起灯を
設置する。

計画上の位置づけ

通学・園路の安全対策事業

○交通安全施設（ゾーン３０・路肩のカラー塗装等）の設置及び管理

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

参考資料２
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事業名

内容

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １７ 区分 実施事業 ページ数 １１３

事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ４ 区分 重点事業 拡充 ページ数 １１１

計画上の位置づけ

地域での防犯対策の充実

事業概要

○防犯灯の設置
○防犯カメラの設置
○地域防犯体制の育成
　・地域の防犯活動の芽を育成し、交流とネットワーク化の構築

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

区・自治会防犯カメラ設置補助事業

地元による防犯カメラの設置を支援し、地域の防犯力向上を図る。

緑に包まれた美しいまち　＜緑＞

田辺公園拡張整備事業（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）

内容
Park-PFI制度による民間活力を活用して、田辺公園を拡張整備し、子どもから高齢者、障がいのある人など全ての市民が
交流する緑の拠点として、また障がいのある人が公園の管理や運営に携わることで、社会的自立を支援する拠点として公
園を整備する。

計画上の位置づけ

公園の新設・整備事業

○市民が緑にふれあう交流拠点として田辺公園拡張整備事業の推進

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり
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事業名

内容

事業名

事業概要

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 ４ 区分 重点事業 拡充 ページ数 １１１

みんなが遊べる公園環境整備事業（インクルーシブ遊具等）

田辺公園ヒコーキランドを、障がいの有無に関わらず誰もが遊べるインクルーシブ（包括的）な公園へ再整備する。

計画上の位置づけ

公園の新設・整備事業

○市民が緑にふれあう交流拠点として田辺公園拡張整備事業の推進

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり
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事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 ７ 区分 重点事業 ページ数 ９２

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ３ 区分 重点事業 ページ数 ９４

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ２ 区分 重点事業 ページ数 １０７

いきいき健康で明るいまち　＜健康＞

子どもの学習・生活支援事業（教室拡充）

内容
生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯に対して実施している学習支援事業について、受講希望者の増加に伴い、令和６
年度よりミライ教室の田辺教室を１室(２４名)から２室(４８名)へ増設し、事業の充実を図る。

計画上の位置づけ

子ども生活・学習支援事業

○家庭で 学習環境が整えにくい子どもを対象に実施

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

心身を健やかに育む子育て環境の充実
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事業名

事業名

基本目標 Ⅲ

施策目標 （１）

施策番号 １１ 区分 実施事業 ページ数 １１０

事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８２

基本目標 Ⅰ

施策目標 （２）

計画上の位置づけ

こども家庭センター設置事業

内容
妊産婦、子育て世帯、こどもが気軽に相談できる子育て世帯の身近な相談機関として、こども家庭センターを庁内に設置す
る。

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子育てしやすく未来を育む文化薫るまち　＜文化・教育＞

母と子の健康づくり支援

（仮称）京田辺市こども計画策定事業

内容
第３期京田辺市子ども・子育て支援事業計画と一体的に、すべてのこども関連の計画を統合した「（仮称）京田辺市こども計
画」を策定する。

計画上の位置づけ

子ども・子育て支援事業計画に係る事業の推進

事業概要
○市子ども・子育て会議の開催
　　・第２期市子ども・子育て支援事業計画の進捗管理

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

地域における子育て支援の推進

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

子育てに係る意識の啓発及び情報提供の充実

子育て世代包括支援センターの運営事業

事業概要
〇妊産婦・乳幼児等の状況を継続的に把握し、妊産婦や保護者の相談に保健師等の専門職が対応し、必要
な支援の調整や関係機関と連携する等、切れ目のない支援を行う
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施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８５

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ９１

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 ９４

基本目標 Ⅱ

施策目標 （４）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 １０３

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 ２ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８２

基本目標 Ⅱ

施策目標 （４）

施策番号 ２ 区分 重点事業 新規 ページ数 １０３

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

計画上の位置づけ

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

心身を健やかに育む子育て環境の充実

事業概要
○子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、 情報の提供、相談、調査、関係機関との連絡調整
その他の必要な支援を行う拠点の整備 ・運営を行う

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

母と子の健康づくり支援

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの虐待防止対策の充実

子ども家庭総合支援拠点整備事業

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

子どもの虐待防止対策の充実
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （１）

施策番号 ４ 区分 重点事業 ページ数 ８２

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ５ 区分 実施事業 ページ数 １０７

子育て伴走型相談支援体制充実事業

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

内容
妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援
体制を充実させ、全ての妊婦や子育て世帯に対し、安心して出産・子育てができるよう母子保健事業の整備を行う。

妊婦・周産期の母子保健事業

事業概要
○妊婦健康診査（１４回）、産婦健康診査助成事業（ ２回） ・妊婦歯科検診事業・産前産後ケア事業・産後サ
ポート事業・産前産後ヘルパー派遣事業・養育支援訪問

母と子の健康づくり支援

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

計画上の位置づけ
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事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅱ

施策目標 （２）

施策番号 ５ 区分 実施事業 ページ数 ９９

事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ７ 区分 重点事業 拡充 ページ数 ８９

留守家庭児童会運営委託事業（松井ケ丘）

計画上の位置づけ

留守家庭児童会の推進事業

○平日の放課後のほか、土曜日、夏休み期間中などの入会希望者の増加に対応

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

仕事と子育ての両立支援

内容
留守家庭児童会のクラス数の増加に伴い、支援員の確保が困難となっている状況があるため、松井ケ丘留守家庭児童会
について、民間委託により安定的な施設運営を行う。

普賢寺放課後ひろば事業

計画上の位置づけ

児童館等での子育て拠点事業

○子育て中の親子の交流と遊び場、子育てに関する情報の提供や相談の実施

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

多様な学びが実現できる居場所づくり

内容
普賢寺地域において放課後の居場所づくりについてのニーズがあるため、普賢寺児童館にて保護者の就労等により昼間留
守になる家庭の小学生児童が、放課後安全に過ごすことができるよう「ひろば」を提供する。
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事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （４）

施策番号 ４ 区分 重点事業 新規 ページ数 ９１

事業名

事業名

事業概要

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 １１１

計画上の位置づけ

インフラ長寿命化計画策定事業

○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

計画上の位置づけ

障がい児保育事業の充実

事業概要
○軽度の医療ケア児の受入を中心に、子どもの健康管理等のため、保育所等に看護師を配置する
○加配教諭の配置
○医療的ケア児の支援のための関係機関の協議の場の設置 （保健・医療・保育・教育・福祉等）

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

特別な配慮が必要な子育て家庭への支援の充実

小・中学校体育館等空調設備整備事業

内容
地球温暖化の進展により、近年、夏季における猛暑が著しく、熱中症のリスクが高まっていることから、全市立小中学校の
体育館等に空調設備を設置する。

心身障がい児・医療的ケア児受入れ補助事業（民間保育所等）

内容
市が入所調整を行っている市内民間保育所・こども園について、心身障がい児や医療的ケア児を受け入れるに際して、市
立と同様の受入れ水準が確保できるよう、補助を拡充する。
また、公私連携協定を締結している私立幼稚園についても、民間保育所等と同様に補助を行う。
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事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 １８ 区分 実施事業 ページ数 ９７

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ４ 区分 実施事業 ページ数 １０７

基本目標 Ⅲ

施策目標 （１）

施策番号 １０ 区分 実施事業 ページ数 １１０

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

培良中学校特色化事業

内容

培良中学校において、「生徒一人一人がいきいき活躍する学校、わくわくどきどきが止まらない学校」をコンセプトとした各種
の取組を令和5年度から順次進めている。
令和6年度は、体験学習や英語教育の充実を図る。
また、市内の他の校区に居住する生徒でも通学できるよう、学校選択制を導入するとともに、通学費について支援する。

計画上の位置づけ

学力の充実・向上と個性を生かす教育の推進

事業概要

○特色ある学校づくり
　・社会人講師の活用（地域人材の活用）
　・総合的な学習の時間の充実
　・コミュニティ・スクールの運営

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり

地域における子育て支援の推進

心身を健やかに育む子育て環境の充実

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策
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事業名

内容

事業名

事業概要

基本目標 Ⅲ

施策目標 （２）

施策番号 １ 区分 重点事業 新規 ページ数 １１１

事業名

内容

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 ２ 区分 重点事業 新規 ページ数 ８８

計画上の位置づけ

公立中学校における給食実施事業

事業概要
○学校給食による食育の重要性や経済的な困窮対策、子育て支援などの社会的経済情勢の変化から、中学
校給食の早期実現を目指す

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

仕事と子育ての両立支援

田辺小学校長寿命化改修事業

京田辺市学校施設長寿命化計画に基づき、中校舎棟の長寿命化改修を行う。

計画上の位置づけ

インフラ長寿命化計画策定事業

○長寿命化修繕計画及び更新計画を策定する

子どもが安心して暮らし、育つことができる環境づくり 

子どもと子育て家庭にやさしいまちづくり

中学校給食運営事業

令和6年4月から成長期にある市立中学生に栄養バランスのとれた学校給食を提供する。
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まちづくりプランの推進のために　＜市民協働・行財政運営＞

事業名

事業名

基本目標 Ⅰ

施策目標 （３）

施策番号 １２ 区分 実施事業 ページ数 ８９

基本目標 Ⅱ

施策目標 （５）

施策番号 ６ 区分 実施事業 ページ数 １０８

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

子どもの貧困対策

計画上の位置づけ

一時保育予約システム導入事業

内容
現在、河原保育所、三山木保育所、大住こども園で実施している一時保育について、申込み等をオンラインで運用し、支払
いについてもキャシュレス決済を導入することで利便性の向上を図る。
　（令和6年10月より稼働予定）

保育サービスの実施

事業概要

○通常保育事業
○延長保育事業
○障がい児保育事業
○預かり保育事業
○一時保育事業
○低年齢児保育（産休明け児童の保育）

子どもを生み育てる喜びが実感できる環境づくり

仕事と子育ての両立支援
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事業名

事業名

基本目標 Ⅱ

施策目標 （１）

施策番号 ７ 区分 実施事業 ページ数 ９５

留守家庭児童会無線通信環境整備事業

内容

児童会において無線通信環境を整備することにより、児童のタブレット学習を可能にする。
また、現在市と留守家庭児童会の連絡方法は、電話、FAX、持参となっているが、デジタル化することにより、市と児童会と
の書類の受渡しに係る時間を削減し、児童の保育時間に充てることで、保育の質の向上を図る。
　・モバイルルーター設置
　・プリンタ設置

計画上の位置づけ

教育 ・保育内容の充実

事業概要

○保幼小中の連携の取り組みの推進（幼小 接続カリキュラムの活用）
○保育内容の充実
○家庭支援推進保育事業
　・特に配慮を要する児童の家庭を支援するため、家庭支援推進保育士等を配置
○図書館活動の充実
　・図書の充実　　　　　　　　　　・点字図書作成
　・子どもの本の講座 など　　　・移動図書館
　・障がいのある人への対面朗読　など
○地域子育てセミナーの開催支援
○特色ある園づくり
○職場体験事業

子どもが笑顔にあふれ、健やかに育つ環境づくり

心身を健やかに育む子育て環境の充実
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